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H25 H26 H27 H28 H29 H30～H35

北九州市
国民健康保険
データヘルス計画

第二期北九州市
国民健康保険
データヘルス計画

(第三期特定健康診査等実
施計画)

第二期特定健康診査等実施計画
（H25～H29）

健康保険第二期データヘルス計画 

（第三期特定健康診査等実施計画）の概要について（中間報告） 

１ 計画の目的 

生活習慣病予防による健康寿命の延伸と医療費の伸びの抑制 

２ 法的根拠  

特定健康診査等実施計画：根拠法令「高齢者の医療の確保に関する法律」 

（平成 20 年 4 月） 

データヘルス計画：根拠指針「国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関す

る 指針」（平成 16 年 厚生労働省告示第 307 号） 

３ 計画の位置づけ及び計画期間

平成 29 年度をもって両計画の期間が満了することから、国の指針に従い、２つの

新たな実施計画を一体的に策定する。 

なお、計画期間は高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条に基づき、平成 30 年

度から 35 年度までの 6年間とする。中間年（平成 32 年度）に見直しを行う。 

４ 第二期計画策定のポイント 

  ○予防可能な生活習慣病対策のこれまでの取組を踏まえた目標値の設定 

  ○健康寿命の延伸と医療費適正化に向けた取組の強化 

  ○国のインセンティブ（保険者努力支援制度）を踏まえた取組の実施 

保険者努力支援制度（平成 30 年度から本格実施、平成 28年度から前倒し実施） 

①特定健診受診率・特定保健指導実施率 

 メタボリックシンドローム該当者等減少率 

②がん検診受診率・歯科疾患（病）検診実施

状況 

③糖尿病等の重症化予防の取組 

④広く加入者に対して行う予防・健康づくりの取組 

⑤重複服薬者に対する取組 

⑥後発医薬品の使用促進に関する取組 

他、保険料収納率、データヘルス計画策定状況 

  地域包括ケアの取組、第三者求償の取組等 

平成 29年 12月 13日 北九州市国民健康保険運営協議会資料
保健福祉局保険年金課・健康推進課
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【出典】保健指導支援ツール（健康推進課資料） 

【出典】保健福祉局保険年金課資料 
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５ 第一期データヘルス計画の評価と今後の課題 

（１）特定健診受診率（対象者 40 歳～74 歳）平成 28 年度対象者数：約 15 万人 

（２）特定保健指導実施率

（３）健診結果（有所見状況） 

（４）医療費の状況 
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〔高血糖HbA1c8.4以上〕

【出典】法定報告値 
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[一人当   医療費 （平成 28年度政令指定都市）]
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【出典】法定報告値 
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○医療費に占める入院の状況

○入院等医療費（脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病性腎症（透析有））の状況

（５）第 2号被保険者（40～64 歳）の要介護認定率の状況 
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〔件数〕

46.4% 46.2%
39.6%

0%

20%

40%

60%

H25 H28 政令市平均

〔費用額〕

19億1443万円
16億0662万円

33億0734万円
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12億7755万円

27億6074万円
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【医科 入院医療費（脳 心 腎） 推移】
H25 H28
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（人工透析有）

円
[医科 一人当  医療費（脳・心・腎)の推移]
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○要介護の原因 
（第 2号被保険者） 

【まとめ】

●これまでの取組の中で、特定健診の受診率の向上、健診結果のデータの改善（高血糖、脂質

異常）、生活習慣病関連の長期・高額化する疾患の入院医療費の減少等については、一定の成果

が出ている。

●しかし、特定健診受診率、特定保健指導の実施率等目標値に達していない指標もあり、目標

値の設定を見直した上で、特定健診の受診促進及び生活習慣病の発症予防、重症化予防対策を

強化していく必要がある。

【出典】ＫＤＢシステム 

【出典】ＫＤＢシステム 

【出典】ＫＤＢシステム 

脳血管疾患 61.4％ 
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0
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0.4

0.6

北九州市 政令市平均

[第2号被保険者 要介護認定率]
H25 H28

％ 
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６ 具体的な取組

○特定健診関係の保健事業 

○その他の事業 

７ 成果目標と目標設定（案） 

現状 目標値

Ｈ28 Ｈ35

特定健診受診率の向上（前年度比2％の向上） 35.8% 49.8%

特定保健指導の実施率の向上（前年度比3％の向上） 30.0% 51.0%

特定保健指導対象者の減少（平成20年度と比較） 12.7% 25.0%

脳血管疾患の入院医療費の減少 16.4億

虚血性心疾患の入院医療費の減少 12.8億

人工透析（糖尿病性腎症）による医療費の減少 27.6億

年間新規透析患者割合の減少（国保加入者　千人対） 0.51

介護保険の第2号被保険者の要介護認定率の減少 0.47% 0.40%

健診受診者の高血圧症の者の割合減少（180/110以上）
（H2年度　福岡県平均（0.84％）を目指す）

0.92% 0.84%

健診受診者の脂質異常症の者の割合減少（ＬＤＬ160以上）
（H28年度　福岡県平均（12.94％）を目指す）

13.93% 12.94%

健診受診者の血糖コントロール不良者の割合減少（ＨｂＡ１ｃ8.0以上）
（H28年度　福岡県平均（1.38％）を目指す）

1.63% 1.38%

がんの早期発見、早期
治療

各種がん検診受診率の向上

後発医薬品の使用によ
る医療費の削減

後発医薬品の使用割合の向上 65.8% 80.0%

適正受診による医療費
の削減

適正受診や適正服薬を促す取組の実施

達成すべき目的

医療費削減のために、
特定健診受診率、特定
保健指導の実施率の向
上により、重症化予防対
象者を減らす

適正受診勧奨
が必要な方全
員へ保健指導を
実施する

主
な
保
健
事
業

そ
の
他

短
期

中
長
期

脳血管疾患、虚血性心
疾患、糖尿病性腎症に
よる透析の医療費の伸
びを抑制する

平成28
年度よ
り減少

脳血管疾患、虚血性心
疾患、糖尿病性腎症の
発症を予防するために、
高血圧、脂質異常症、
糖尿病、メタボリックシン
ドローム等の対象者を
減らす

課題を解決するための成果目標

短
期

健康推進プラン
の目標達成状
況に応じて検討

・がん検診受診率の向上

・後発医薬品の利用促進

 ジェネリック医薬品に切り替えた場合に薬代の削減効果が高いと見込まれる方へ

ハガキによる個別通知を実施

・適正受診や適正服薬を促す取組の実施

  重複・頻回受診者及び重複服薬者について、訪問による保健指導を実施


